
政
令
第
三
百
四
号

外
国
為
替
令
及
び
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
第

一
項
及
び
第
六
十
九
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
外
国
為
替
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
技
術
（
」
の
下
に
「
以
下
こ
の
項
、
」
を
、
「
特
定
の
外

国
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
国
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
取
引
は
」
を
「
取
引
又
は
特
定
技
術
を

特
定
国
の
非
居
住
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
は
」
に
、
「
取
引
と
」
を
「
取
引
又
は
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
技

術
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
外
国
の
非
居
住
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
と
」
に
改
め
る
。

別
表
の
三
の
二
の
項
（
二
）
中
「
又
は
製
造
」
を
「
、
製
造
又
は
使
用
」
に
改
め
る
。

別
表
の
九
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
三
）

通
信
用
に
設
計
し
た
マ
イ
ク
ロ
波
用
集
積
回
路
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術



で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
七
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

（
四
）

超
電
導
材
料
を
用
い
た
通
信
装
置
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術
で
あ
つ
て
、

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
七
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
の
項
（
二
）

中
「
検
出
器
」
を
「
そ
の
部
分
品
」
に
改
め
る
。
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別
表
第
一
の
七
の
項
（
八
の
二
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

（
八
の
三
）

電
力

の
制
御

又
は
電
気

信
号
の
整
流

を
行

う
半

導
体
素
子

又
は
半

導
体
モ

ジ
ュ
ー
ル

別
表
第
一
の
九

の
項
（
九

）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
九

）

秘
密
保
護
機
能

を
有

す
る
情
報

通
信
シ
ス
テ
ム

又
は
そ
の
部
分
品

別
表
第
一
の
一
〇

の
項
（
一
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。



（
一
の
二
）

音
波
を
利
用
し
て
人
の
水
中
に
お
け
る
活
動
を
妨
害
す
る
装
置

別
表
第
一
の
一
四
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
十
一
）

爆
発
物
を
自
動
的
に
探
知
し
、
又
は
識
別
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
電
子
式
の

装
置
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
の
た
め
、
電
力
の
制
御
又
は
電
気
信
号
の
整
流
を
行
う
半
導
体
素
子
等
に
つ
い
て
、
経
済

産
業
大
臣
の
許
可
を
要
す
る
特
定
の
種
類
の
貨
物
等
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


